
 

技術指導員支援制度補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、生産技術の習得、品質の向上、魅力ある商品の開発及び販路の拡大等

 を行うため新たに技術指導員を確保して障害者の工賃向上に取り組む障害者就労

 施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金は、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第

 １５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところに

 よる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において「障害者就労施設」とは、埼玉県内において就労継続支援 

 Ｂ型事業を行う障害福祉サービス事業所をいう。 

２ 技術指導員とは、商品開発など別表１の分野について魅力ある商品の開発及び

 販路の拡大等により障害者の工賃向上を図るに当たって、専門的な技術をもった

 者をいう。ただし、補助事業者である法人の役職員又は当該法人の役員の配偶者若 

 しくは三親等以内の親族は対象外とする。 

 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、毎会計年度７月１日から１月３１日までの間に行う工賃

 向上の取組で、別表１のとおりとする。 

 

 （補助事業者） 

第４条 前条の補助対象事業は、次のいずれにも該当する補助対象事業者が行うも

 のに限る。 

 一 前年度において工賃支払い実績があること。 

 二 前年度の平均工賃月額が、５千円以上でかつ２万円未満であること。 

   

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費のうち、別表２のとおりとす

 る。 

 

 （補助額） 

第６条 前条の経費に対する補助額は、１施設当たり２００，０００円を超えないも

 のとする。 

 

 （申請書の様式等） 

第７条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の申請書の提出期限は毎会計年度定めるものとし、補助金の交付の申請をし

 ようとする者に対して通知するものとする。 



 

 

 （記載事項） 

第８条 規則第４条第２項に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

 （交付決定通知書の様式） 

第９条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

 （補助事業の変更等） 

第１０条 規則第７条により交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

 が、次の各号のいずれかに該当する事業内容の変更をしようとする場合は、様式第

 ３号により知事の承認を受けなければならない。 

 一 事業に要する経費配分又は事業内容の変更（ただし、軽微な変更を除く） 

 二 事業の中止 

２ 前項第１号に定める軽微な変更は、事業に要する費用の内訳の変更及び支援を

 受ける分野の変更以外の変更とする。 

 

 （変更等の承認） 

第１１条 知事は前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査し、当該変 

 更等の承認の可否を決定し、様式第４号により、補助事業者に通知するものとす 

 る。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、

 又は条件を付すことができる。 

 

 （状況報告） 

第１２条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況につい 

 て要求された事項を書面で報告しなければならない。 

 

 （報告書の様式） 

第１３条 規則第１３条の報告書の様式は様式第５号のとおりとする。 

２ 規則第１３条の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

 一 補助事業に要した費用に係る支出についての金額及びその内容を確認できる

  証拠書類の写し 

 二 補助事業に要する費用が記載された契約書類等の写し 

 三 受講したことが確認できる写真等 

３ 規則第１３条の報告書の提出時期は、補助事業の完了後３０日以内又は当該会計

 年度の２月１５日（土、日曜日又は休日に当たるときはこれらの日の翌日）のいず

 れか早い期日までとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 規則第１４条により交付すべき補助金の額を確定したときは、様式第６号 



 

 により補助事業者に通知する。 

 

（補助金の請求） 

第１５条 前条の補助金の額の確定を受けた補助事業者は、様式第７号により速やか

 に知事に補助金の請求をするものとする。 

２ 知事は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付す

 るものとする。 

 

 （書類の整備等） 

第１６条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿

 を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなけれ

 ばならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年

 度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

 

   附則 

 この要綱は、平成２７年５月１９日から適用する。 

 この要綱は、平成２８年５月 ９日から適用する。 

 この要綱は、平成２９年５月２６日から適用する。 

 この要綱は、平成３０年５月１５日から適用する。 

 この要綱は、令和２年５月１１日から適用する。 

 この要綱は、令和３年５月１８日から適用する。 

  



 

【別表１】補助対象事業 

分野 
内 容 

商品開発・改良指導 

デザイン指導 

農業技術指導 

清掃指導 

上記以外の技術指導 

 障害者就労施設が、事業内容に適した専門家の技

術指導によって、障害者就労施設の製品やサービス

の質の向上を図ることによって、障害者の工賃向上

を図るもの。 

経営指導（コンサルティング） 

 障害者就労施設が、企業的な経営手法を有するコ

ンサルタントや企業ＯＢなどの経営指導によって、

障害者の工賃向上を図るもの。 

 

 

【別表２】補助対象経費 

区分 内容 

賃金 雇用した技術指導員に対して支払う報酬 

通勤手当 雇用した技術指導員に支給する通勤手当 

謝金 

雇用以外の形態で確保した技術指導員に対して支払う謝金（業務の内

容に応じ、常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する） 

技術指導員を派遣した法人等に対する支払い 

材料費※ 技術指導を行うに当たり必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 

 ※ 技術指導員以外のものに支払う材料費を計上する場合は、この事業で使用する 

  ものに限定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


